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（
別
添
１
）

○
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

馳

浩

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
六
十
五
条
の
二

大
学
は
、
当
該
大
学
、
学
部
又
は
学
科
若
し
く
は
課
程
（
大
学
院
に
あ
つ
て
は
、
当
該
大
学
院
、
研
究

科
又
は
専
攻
）
ご
と
に
、
そ
の
教
育
上
の
目
的
を
踏
ま
え
て
、
次
に
掲
げ
る
方
針
（
大
学
院
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

卒
業
の
認
定
に
関
す
る
方
針



2

二

教
育
課
程
の
編
成
及
び
実
施
に
関
す
る
方
針

三

入
学
者
の
受
入
れ
に
関
す
る
方
針

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
針
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
針
と
の
一
貫
性
の
確
保
に
特
に
意
を

用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
目
的
」
の
下
に
「
及
び
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
方
針

」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
入
学
者
に
関
す
る
受
入
方
針
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


